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本論文の課題

本論文の課題 は、 キ リス ト教の影響が社会 の様々な側面 に現 れて きた古代末期 といわれ る一つの時代

において キリス ト教司教が どの ような役割 を果 た して いたのか、 その一定の見通 しを得 るための作業 と

して、4世 紀末 か ら5世 紀中頃の、カルタ ゴに次 ぐアフ リカ第二 の都市 ヒッポ ・レギウスのカ トリック

司教 アウレリウス ・アウグステ ィヌス(司 教在位紀元395-430年)に 考察範囲を限定 し、彼 の時代 にお

ける北ア フリカを中心 とした社会 と司教 のあ り方 を考察す ることであ る。

この 目的の た め に、我 々 は、第1章 で ア ウ グステ ィ ヌスが 行 な っ て いた 司教 裁 判(Episcopalis

Audientia)、 第2章 で有力者へ の とりな しに焦点を絞 り考察 を進め る。すなわち、 この第1章 と第2章

で、 日常 レベルでの司教 アウグステ ィヌス と社会 の関わ りを制度 的な側面 と制度外の側面か ら明 らか に

しよ うと思 う。 そ して、第3章 では、視 点を変 え、国家 と教会 の関係 を象徴的に浮 き立たせ る ドナティ

ス ト論争期(400年 頃 か ら411年 まで)の 教会政治 の側 面 を検 討す る。 これ はアウグステ ィヌスが司教 と

して活躍 していた時期 の司教の あ り方 とア フリカの社会の特 質を さらに明確 にす るためである。

序章 後 期ローマ帝国 にお けるキ リス ト教司教 と社会

序章で は、先行研究 を整理 して、上述 の課題 を設定 した理由を明 らか にす るこ とを 目的 とした。

こ こで、後期 ローマ帝国の通説 的な理解 を整理 して おこう。'

3世 紀の危機 を切 り抜 けたの ち、デ ィオ クレティアヌス帝 とコンスタンティヌス帝 に よって再建 され
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たローマ帝国 は、元首政期 とは全 く異 なる国家的強制 を基本原理 とす る専制官僚制 国家へ と変貌 を遂 げ

ていた。 そこに立ち現れたのは、 それ までの都市 国家 を基盤 とした帝国で はな く、絶対的 な権力 を持つ

皇帝 の下、社会や経済の隅々まで国家の統制 と強制 が行 き渡 る専制国家で あった。

この帝国 を支 える都市参事会員 は、身分 を固定化 され、未収税分の補填 義務 を負 わされ た他 に、様 々

な負担義務 を課せ られたため、深刻な経済 的打撃 を受 け、没落 を余儀 な くされた。 そのた めに元首政期

に花開 いた都市文化 は衰退 して い くこ ととなった。 そ して、 これ まで都市を支えてきた彼 らと入れ替わ

るように して、キ リス ト教司教 が都 市で力 を持つ ようにな り、最終的 に司教が都市 を支配す るに至 った、

と説明 されて きたのであ る。

しか し、 この ような伝統 的なローマ帝国像 の見直 しの契機 になったのが、1964年 に発表 されたA・H・

M・ ジ ョー ンズの研究で あっ.た。ジ ョーンズは、 それ までの後 期 ローマ帝 国像が法史料 を根拠 にした も

のにす ぎない とし、そ うして作 り上げ られた像 は実態 と異 なって いる可能性 を指摘 したので ある。

ジ ョー ンズ に触発 される形で1970年 代以降、後期 ローマ帝国あ るいは古代末期 とい う時代 の再 検討が

活況 を呈す るようにな り、様々 な通説批判 が現れて くる。

こうした後期 ローマ帝 国史の見直 し作業 のなかで も、1979年 に発表 されたC・ルペ レの研 究 は、古代末

期の都市衰退説 を実証 的に批判 した こ とで重要で あ る。碑文史料 ・教父史料 ・法典史料 を幅広 く分析 し

たルペ レは、 ローマの都市文化 を象微 す る公共建築活動 はアフリカでは4世 紀 を通 じて行 なわれた こと

を明 らか にし、そ してまた、 その活動 を支 え る都市参事会員の貧困化 と参事会逃亡 について も深刻では

なか った、 と述 べ る。 さ らに、ルペ レは、 ア フリカの都市組織 においては異教 の影響力が強 く残存 しキ

リス ト教の浸透 は表層的だ った とも主 張 したのだ った。

それ まで有力であった都市衰退説 を説得的 に覆 したのち、ルペ レは司教 アウグスティヌス と都市の関

係 について、当時司教 に認 め られていた司法権限で ある司教裁判 に着 目 しなが ら、 アウグステ ィヌス と

世俗権力者 の関係 につ いて も考 察 してい る。

ルペ レは、 アフリカ社会 にお けるキ リス ト教の浸透 は表層的な ものであった こと、 そ して、一 つの都

市 に ドナテ ィス トとカ トリックの教会 が併存 する とい う特殊 アフ リカ的な事情 においては、司教 に譲渡

されていた この司法権限 を行使 して も、 アウグス ティヌス は世俗権 力者 と対峙す るこ とな どで きず、世

俗社 会 との関係 ではマージナルな存在 に留 まって いた、 と結論づ けたのである。

た しかに、ルペ レは後期 ローマ帝国ア フリカの行政組織 の基盤 であった都市参事会員の経済 的 ・政治

的活力の存続 を正 し く評価 したのだが、彼 の視角 は教会が社 会において人々 を結集 させ る要因 とな り都

市の役 割に取 って代 わったか どうか、 とい う二項対立的な視角に とどまって いる と言わざ るを得 ない。

しか し、 こうした視角 を越 えて、都市 において司教が どの ような役割 を果 た していたのか、我 々には

新 しい視角 で考察 す る必要があ る と思 われ る。

その批判 として、1992年P・ ブラウンが主張す る、司教 は世俗権力者 と協調 しなが ら、慈善行為 を通

じ民衆 の保護者 として都市の安 寧の一端 に寄与 していた、 とい う見解 は非常 に示唆 に富 んでい る。 そ こ

で我々 はブ ラウンの見解 を詳 しく追 うことに した。

ブラウンは、司教 はこれ まで都市参事会員 らか ら無視 され続 けてきた貧者 を積極 的に世話 す ることで

自らの権威 を うち立てた、 と指摘 す る。 この行為 は、キ リス ト教徒 の問で は司教権威 の確 立に とって目

覚 ましい要 因 とな り、 そ して司教 に付 き従 う貧者 は司教権 力の独 自な性格 を象徴 す るこ とになった。食

事や衣類 な どの施 しや慈善活動 、司教裁判 を通 じて、司教 は4世 紀末 まで には都 市の主要 なパ トロンの

一人 とな り、民衆 の指導者 と目される ようになっていた。つ まり、 司教 は都市行政 の管轄 を侵害 して い

た と言 うよりはむ しろその空隙を埋 め る役割 を果た していた、 とブラウンは言 うのであ る。
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この ような司教像 について述 べ るブ ラウンは、ルペ レの ように、教会が都 市に代 わる存在 となったの

か否か とい う視角 を前提 にして都市 における司教の役割 を考察 するこ とは不可能 である、 と示唆 してい

るように思 われ る。

しか し、 かか る古代末期 とい う時代 にお ける全体 的な司教像 をブラウンが提示 する一方で、近年 の研

究動 向で は、教会制度の統一性 を前提 としなが らも、地域 ご との司教 あるいは教会制度の多様性 に関心

が寄せ られ るよ うになっている。 キ リス ト教の浸透、教会組織 ・司教制度 の発展 な どは、各地 方独 自の

地域 的ダイ ナ ミクスの影響 を受 け、 ローマ帝国内で大 いに異 なっていた ことが強調 され るのであ る。

こうした研究動 向 を踏 まえ ると、古代 末期 の司教 を個別 に研究せ ざるをえないであ ろ う。 そ こで、

我 々は古代末期の司教 のケーススタディ として、 ローマ帝 国北 アフ リカ に生 きた司教 アウグステ ィヌス

を取 り上 げたので ある。

これまで のアウグステ ィヌス研究 は、彼 の思想 と後世へ の影響 とい う思想面 の議論が多かった。 しか

しなが ら、近年 キ リス ト教史の研究か らも、R・ マー クスの よ うに、 アウグステ ィヌスを中世 ヨーロ ッ

パ世界 との連続 ない しは関連 の中で はな く、実 際に生 きて いた環境の中で理解すべ きで ある とす る主張

が なされ るようになってきて いるこ と、 また、1980年 代 に相次いでア ウグスティヌスの新史料 が発見 ・

公刊 され、先行研究 に対 して新たな知見を加 え られ るよ うにな った こ とも、 アウグステ ィヌスを彼が活

躍 した社会の中で捉 え直 そ うとす る動機 とな りうるで あろ う。

以上の理 由か ら、本論文 はアウグステ ィヌスを古代末期 のアフ リカの社会 の中に位置づ け直そ うとす

るもので ある。

第1章 ア ウグスティヌスの司教裁判(EpiscopalisAudientia)と ア プリ力社会

この章で は、 司教 の重要 な職 務の一つであ る司教裁判 を とりあげた。 アウグス ティヌスが どの ように

司教裁判 に関わっていたのか、彼 の書簡や説教か らその実例 を抽出 ・分析 し、彼 の司教裁判が 当該期の

アフ リカにおいて どのよ うな意味を持 っていたのか考 えた。

アウグスティヌスの許 には、社会 的地位や信教 に関係な く多 くの者 たちが訴訟 を申 し立 てにや って き

た。 その紛争は、金銭 トラブル、家畜や土地 の所有権争 いか ら法的身分 の問題な ど、様 々であった。

従来、司教裁判 は、 ローマ帝国の訴訟制度 の疲弊、役人の不正 ・腐敗 といった、国家権 力の崩壊、国

家行政組織 の衰微 との関連で論 じられ ることが多か った。 しか し、かか る説明 は、当時の社会 か ら切 り

離 した、制度上 の議論で あって、ア ウグスティヌスの司教裁判 が行 なわれ ていた社会 への視点が欠 けて

いる と言 わざ るを得 ない。

そ こで、我々 はアウグステ ィヌスが司教 として活躍 していた頃のア フリカの社 会を視野 に入れて、司

教裁判 の考察 を進 めるこ とにした。

まず、我々 はアウグステ ィヌスが 司教裁判で裁定す る ときの基準 を特定 しようとした。 アウグステ ィ

ヌス は宗教 的な見地か ら裁定 を下 していなかった ことが明 らか にされた。彼 はローマ法 の規則 に照 らし

なが ら、紛争 の解決 にあた っていたのであ る。

また、 弱者が横暴 な有力者 か ら不 当な扱 いを受 けた ときな どには、弱者 の側 に立って(こ こで もアウ

グステ ィヌス はローマ法 の枠組 みを越 え ることはなか ったが)、 紛 争解 決 を目指す こ ともあった。 こう

した姿勢 を示す動機 には、弱者保護 を旨 とす るキ リス ト教 の倫理 の影響が見 られ ることも明 らか にな っ

た。司教 として の務 めであ る人道 的な 目的 を達成す るためには、 アウグス ティヌスに とってローマ法の

知識 は不可欠で あったのであ る。

アウグスティヌス とは、キ リス ト教 の倫理 を動機 としっっ も、可能 なか ぎ りローマ法 の枠組み を越 え
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ることはせず に、紛争 当事者の利害 を調整 し和解 で きるよ うな解決策 を模 索す る司教であ ることが明 ら

かにされた。

ここで明 らか にされた現実 のアウグステ ィヌスの姿、す なわ ち、キ リス ト教 の倫理 を動機 としなが ら

もローマ法 を用 いて相手 を説得 しよう とす る姿勢 は、我々が対象 とす る時代 、帝政後期 あるいは古代末

期 に固有の もので、当該期 にお ける司教 の歴史 的意義 を考 える上で重要 であろ うと思われ る。

で は、なぜ アウグステ ィヌス はローマ法 の規則 を提示 しなが ら弱者 の立場 を尊重す る裁定を試 みたの

だろ うか。我々は、当時 の社会的背景 を視野 に入 れて、 その理 由を特 定 しようと努 め、5世 紀初頭 のア

フリカに固有の社会 問題 を突 き止めた。

5世 紀 になって もアフ リカで はなお も、 さほ ど社会階層の高 くない者 たちが土地 を獲 得 し、そ こか ら

安定 した収入 を得 よう としていた。そ うした状況 に、西 ゴー ト族が ローマ市 を襲撃 した410年 以降 イタ

リアに住む元老 院議員 たちが比較 的安全 なア フリカに避難 して くる と、 これ まで にない くらいに土地や

労働力 をめ ぐる競争が激 しくな った。

しか しなが ら、かか る状況で あ りなが ら、 ヒッポには有力者 か ら抑圧 を受 けた民衆 の保護 を任務 とす

るデフェンソル(defensor)職 が設置 されてお らず、弱い立場 に置かれ た民衆の権利は保護 されないで

いた。 こう した ヒソ ポ固有の問題 か ら、 アウグスティヌス は司教裁判 でローマ法の適切 な運用 をよ り一

層期待 され、その裁判 の役割が一段 と強 く求 め られ るようになっていった と推測 された。

イタ リアの元老 院議員が大挙 してア フリカに避難 して きて、専横 な所領主 として権 勢を振 るうように

なった410年 以降、 アウグステ ィヌスの司教裁判 は世俗 の裁判 との区別 が ます ます曖昧 にな ってい った

と思われ る。 こうした状況の中で、ア ウグスティヌス は、 日々、様々 な紛争 を解決 し、秩序 回復 あるい

は維持 に貢献 していたので あった。

第2章 アウグスティヌスによる世俗権力者への嘆願

第2章 で は、アウグスティヌスの世俗権力者への働 きか けを具体 的に検討 した。第1章 で司教裁判 に

関す る史料 の考察 を進 めるうち に、訴訟 を申 し立ててい る間、訴訟 当事者たち は訴訟 を有利 に進 めるた

めに様 々な伝手を頼 って いるこ とが示 唆され たか らで ある。当時の司教 も一般 にこうした とりな しを求

め られ る一 人であ り、 アウグステ ィヌスの許 にも、 そうした文書 が山のよ うに送 られていた。

これ までの研究で は、 その成果 にのみ関心が寄せ られ きたのだけれ ども、我々は アウグステ ィヌスの

許 に とりな しの依頼が寄せ られていた事実 を重視 し、ア フリカの社会 における司教 の役割 をさ らに明確

しよう と努 めた。

アウグステ ィヌスが世俗権 力者 に行 なった嘆願 の内容 を見 てみる と、刑罰の軽減 ・助命、公正 な訴訟、

小作料の軽減 ・減免 な ど多岐にわたって いる こと、ア ウグステ ィヌスに とりな しを求 めた人々 は帝国官

僚の書記(notarius)の ような高 い地位の者か ら小作人 まで大 きな幅が あった ことが明 らか にされた。

また、ア ウグスティヌスは、かつて論争 が繰 り返 され たよ うなデ フェンソル(defensor)と い う帝国

の官職保有者 の立場で介入 したので はなか った ことも確認 され た。 アウグステ ィヌスは司教 という教会

人の立場 で行 き過 ぎた世俗権 力者 に勧告 したので ある。 と りなす際 アウグステ ィヌスは、 キ リス ト教徒

の指導者 として人間的な措 置を求め、神 よ り預か る信徒 の安全 を第一 としていた。

しか しなが ら、神への義務 を動機 としつつ も、 アウグスティヌスが嘆願 を行 な うときはローマ法 を用

いて嘆願 の正 当性 を示 し、 ここで もローマ帝国の法的枠組 みを越 えるこ とはなか った。 この時代、結果

はどうであれ自 らの利益 を守 るためにはローマ法 を提示 す る必要が あったのである。 さらには、アウグ

ステ ィヌスは有力者 との コネを用 いるこ とを厭 わなかった し、 それ を不正 だ とする意識 もなかった こと
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が明 らかにされた。 こうしたローマの慣習 をアウグスティヌス は至極 当然 と考 え疑問 を抱 くことさえ し

なかったので ある。

とりな しの成否 は、その時々の政治的情勢、 アウグスティヌス と有力者 との関係 に左右 された。 た と

え、相手が敬度 なキ リス ト教徒で あって も彼の嘆願 が聞 き入れ られ る とは限 らなか った。官僚 が常 に司

教に協力的で あったわけで もなか ったので ある。 かつて アウグステ ィヌスに協力的だった官僚 も、彼 の

利益 にな らない場合アウグスティヌス と敵対す る場合 もあった こ とが史料 か ら明 らかになった。 アウグ

ステ ィヌスの願いが宮僚や有力者 に聞 き入れ られ るか どうか は、彼 ら との、変 わ りやす い、予測不可能

な協調関係 によって決 まったので ある。

司教が このような とりな しをす るよ うになった ことは、当時の都 市参事会員 をはじめ とす る有力者が

求め られて いた高級官僚 らへ の仲介者の役 割を彼 らとともに果たす ようになった こ とを意味 した。 アウ

グスティヌスは、自分 の権威や交渉術 な どあ らゆる手段 を講 じて、とりなす相手の説得 を試 みていた し、

また失敗す るこ ともあ りえたので ある。

以上 の考察結果か ら、我々 は、 アウグステ ィヌス とは、 ドー ソンが考 えていた ような神聖政治 的な権

力な どは持 ってはお らず、ルペ レが考 えていた ような極 めてマージナルな存在だ った とも言 えない、微

妙 なバ ランスの中 に位 置す る司教で あった、 と結論づ けた。

第3章 ドナティス ト論争期のカ トリック教会一 ローマ帝国 と教会 の関係 を理解する手 がか りとして一

第3章 で は、視 点を変 え、皇帝 とアウグステ ィヌスあるいはア フリカ・カ トリック教会 の関係 を考 えた。

従来 の研究で は、アウ グスティヌスの代 表的著作 『神 の国』の記述 か ら、彼 はローマ帝国 と対峙で き

る教会人 として描かれ ることもあったが、実際は どうだ ったのだ ろうか。 それが この章 の大 きな課題で

あった。

これ まで も、400年 か ら411年 までの ドナテ ィス ト論争 にっいてはキ リス ト教史や神学 の分野で研究が

活発 に行 なわれて きた。 その主要な原因の一つは この論争が中世 の秘蹟論争 に大 きな影 響を与 えた こと

が挙 げ られ る。

しか しなが ら、かつ て1・マルーが指摘 した とお り、 こ うした キリス ト教徒間の論争 には 「キ リス ト教

社会 の両極構造 」 と呼 び うるものが内在 していたのも、 また事実 であった。すなわち、 その構造 とは、

司教 たちが議論を深 め教会会議で解決 をはか ろうとたゆまぬ努力 をす る教義論争の側面 と、皇帝が論争

に介入 し、 も しくはあ る勢力が皇帝の支持 を取 りつ・ける ことで、 自らの立場 を有利 にしようとする教会

政治的 な側面を併せ持っ構造で ある。言 うなれば、 ローマ帝国 と教会 とが、理念 上の問題 として議論 さ

れただ けで はな く、現実 レベルで も密接 に関わって いたのであ る。

そ こで、我々は、 これ まで の ドナテ ィス ト論争 では見落 とされがちであった教会政 治の側面 に光 を当

てる ことに した。

我々 はこの国家 と教会 の実際の関係 が明確 な形で現れて くる400年 か ら411年 までの ドナティス ト論争

期 に焦点を絞 り、アフ リカにおいて どの ようにカ トリック司教が社会 の表舞台 に現れて きたのか を解明

す るために、教会政治 的な側面 を考察 したのであ る。

400年 頃か らアウグス ティヌスをは じめ とす るア フリカのカ トリック司教 たち は ドナテ ィス トへの攻

撃 を始 め る。それ はローマ帝 国の宗教政策 が強圧的 になってい る こととほぼ符合す る出来 事で ある。

398年 ギル ドの反乱 を平定 した ホノリウス帝 はアフ リカで 自らの支配権 を再構築 す ることを急務 とした。

熱心 なカ トリック信徒 で もあったホ ノ リウス帝 は、異教徒 と、ギル ドを支援 して いた ドナティス トの弾

圧 を明確 にす ることで、皇帝の権威 を強固に しよ うとしたか らであ る。
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ア フリカで は当時少数派であった と思 われ るカ トリック勢力が、 ホノ リウス帝がカ トリック擁護 の姿

勢 を明確 に したのを機 に、 キリス ト教諸宗派の うちで もカ トリックのみが正統であ ることを示すべ く、

多数派 の ドナティス トを公然 と批判 し始 めたのであ った。言 うなれ ば、 ドナテ ィス ト論争 とは、急速 に

実力を持 ち始 めたカ トリック司教 たちによる ドナテ ィス ト教会へ の自己主張で あった。

我 々は、 アウグス ティヌスの書簡 を分析 して、 キリス ト教徒が 自 らの正統 性 を主張 す るためには、宮

廷 での教会政治が いか に重要 であったのか を明 らかに しようと試 みた。

405年 カ リ トック統一令 が出 され る背景 に、 アフ リカのカ トリック司教が海 を越 え ラヴ ェンナの宮廷

に頻 繁 に出入 りしてい た ことを指摘 した。 こ こか らア フリカのカ トリック教会 と宮廷 の結 びつ きが強

かった こ とが窺 える。 しか し408年 ラヴ ェンナの宮廷で政変が起 こると、 アフ リカで も前政権支持者 の

粛正 が始 ま り、 それ と同時 に帝国官僚 によるカ トリック推進 の姿勢が不安視 され るよ うになった。実

際、追放 されて いた ドナテ ィス ト司教 たちが続 々帰還 し、カ トリック聖 職者や信徒へ の暴行事件 が起

こった。 そ こで、 アウグスティヌスは新たな宮廷 の実力者 に急遽書簡 を送 り、前政権 の政策 を継続 す る

よう願 い出た。 アウグステ ィヌスはカ トリック教会 と信徒 の安全 を確保 す るべ く、宮廷の新たな実力者

を頼 ったので ある。

しか しなが ら、 こうした皇帝権力 との妥協 あ るいは結合 は、カ トリック教会 だけで はなか った。 ドナ

テ ィス ト司教 たち も積極的 に皇帝権 力 にす が り、 自分 たち の教会 を守 ろ うとしていたので あ る。 ドナ

ティス トへの迫害が激 しさを増す中で さえ、彼 らは海 を越 えラヴェンナの宮廷へ 出か け、イ タリア民政

長官の接見 を求めていた。

この こ とは、 これ までの研究で は反 ローマを標榜 しロー マ帝国の支配か ら離脱 して ゆこう とした とさ

れた ドナテ ィス トも帝 国権力 を利用 して 自分 たちの主導権 を保 とう とす る存在だ った こ とを示す事例だ

と考 え られ る。通説 的な ドナテ ィス ト像 は修正 され るべ きで ある。

以上の考 察結果 は、「『神 の国』の中で アウグステ ィヌスは ローマ的文明 とローマ的秩序 に対す る 「死」

の宣告 を語 ってい る」 とする弓削氏の通説 的な理解への批判 とな るにちがいない。すなわち、た とえア

ウグステ ィヌスがその ように思索 していた として も、現実 レヴェルではカ トリック教会 はそ うした実力

など持ち合 わせ ていなか った ことが明 らかに された と言 って よいだろ う。 む しろ現実 には、カ トリック

司教 ・教会 、そ して、少 な くとも一部 の ドナティス ト司教 は、皇帝権 力や権威 を否定す るどころか疑問

す ら抱 くことな くそれ を認 め、 ローマ皇帝 を頂点 とした ローマ帝国の支配構造の中 にあって、互 いに覇

を競 い合 っていたので ある。

以上の とお り、5世 紀 アフリカ社会 と司教 アウグステ ィヌスの社会 的な役割 については一定 の視座が

得 られた ように思 われ る。

本論文 で明 らか にされた アウグステ ィヌス の像 は、かつて論 じられ たよ うな、 ドナテ ィズム論争 を通

じて皇帝権力 との結 びっ きを深 め、年次的 に自分の司教権 力を上昇 させ、強固な ものに していった とい

う見解 とは大 きく異 なってい る。 アウグステ ィヌス は、た しか に ドナティス ト論争 を通 じて皇帝権力 と

結 びつ きを強 めた けれ ども、それによって司教の影響力を生涯 を通 じて強 めてい くことには決 してな ら

なかった。

アウグスティヌスは、後期 ローマ帝国 にな って大幅に数 を増や した帝国官吏、い まだ活力 を維持す る

名望家 た る都市参事会員 ら と、 あ るときは共存 し、 またあ るときは対立 しなが ら、 司教裁判 を行 なうこ

とでローマ帝国の司法行政 の一端 を担 うと同時に、弱者 のために とりな してや り都市行政 の一端 を制度

外 的に も担 っていた。

そ して、彼 は、激 しい社会的 な流動性 をもつア フリカの社会 の中で、 ローマ法や 当時の慣習を用 いて
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相手 を説得 した り自らの権威や人脈 な どで きる限 りの手段 を講 じた りしなが ら晩年 まで生 き抜 く司教 で

もあった。かか る司教 アウグステ ィヌスの姿は、 この時代特有の、現実 の司教 の姿 を表 してい ると考 え

られ るのであ る。

論 文 審 査 結 果 の 要 旨

本論文は、紀元4～5世 紀、 ローマ帝 国が衰退 し、古代地 中海都 市を中心 として きた古代世界 が変質

し転換す る時代 に、 キ リス ト教 は力 を増 し、社会 に浸透 してい った とす る通説的見解 に対 し、北ア フリ

カの司教 で名高 い教父 アウグステ ィヌスのな した具体的 な働 きを、新発見 の史料 を用 いて解 明 し、古代

末期 において、社会 と政治 に深 く関わ る、新 たな司教像 を提 示す ることによって、通説 への一定 の修正

を提起 す るものである。

序章において論者 は、 ローマ帝国が巨大 にな りすぎた領域 の維持 に苦 しみ、周辺民族 の侵 入な どの負

担か ら次第 に都市へ の圧迫の度 を強 め、 また皇帝権力の争奪 も激化 して混乱 を来 したが、 これを克服 し

た軍人皇帝ディオクレティアヌス以後専制 的強制 国家へ と移行 し、か くして市民 を基盤 としていた古代

世界は衰 え、変質 して ゆ くとす る通説 を紹介 した上で、 これに対す る近年 の鋭 い批判 を検討 す る。 中で

もC.Lepelleyは 当該世紀 の北 アフ リカ において都 市は決 して衰 えてお らず、 キ リス ト教 の浸透 の度合 い

も司教 の指導力 も小 さ く、伝統宗教 も根強か った と主 張す る。他方PBrownは 古代末期 の心性 と社会 の

変動を結 びつ けて深い洞察 を行 ったが、 キ リス ト教の浸透を強調 し、 とりわけ司教 はそれ まで の古代世

界に はなかった、弱者貧者 を守 る強 力なパ トロン として行政 の空隙を埋 め、帝国 と対峙す る存在 となっ

た、 と主張 した。論者 はLepelleyが キリス ト教 か世俗権力か、 とい う二項対立の枠 を越 えていない と批

判 し、基本的 にBrownを 受 け入れなが らこれを修正す る立場 を以下 で展開 す ることを明 らかにす る。 そ

して1980年 代 に発見 されたア ウグステ ィヌスの説教 と書簡 が彼 の社会 的政治的活動 を知 らせ る格好 の史

料 であ り、 これ を利用 して、北 ア フリカ社会 を舞台 として司教 アウグスティヌスの働 きを探 り、 キ リス

ト教が古代末期世界 においていかな る社会 的、政治的な役割 を果 た したか を解明す る と述べ る。

第1章 で は、318年 に皇帝 に よって定 め られ た司教裁判 を採 り上 げる。制度 としての司教裁判 は着々

と整 って いった わけで はないが、 キ リス ト教徒 以外の市民間の紛争 の仲裁 な どに、迅速 で、安価 な(世

俗 の場合 のよ うに賄賂 を要 しない)裁 判 の場 として利用 され るようになった、 とした上 で論者 は、 アウ

グスティヌスが金銭上の争いや奴隷身分か らの解放な どの訴 えを裁 く仕事 に忙殺 された状況 を新史料か

ら見出 してゆ く。 その際論者 はアウ グスティヌスが、 キ リス ト教 的倫理 に基づ くにして も、 ローマ法 を

もよ くわきまえ、 また法律家 に も尋 ねて、訴 えを完全 に世俗 のローマ法の範疇の内で裁 いてい ることを

指摘 する。司教が必ず しもキ.リス ト教会の教義や人的関係 でのみ争 いに対応 したわ けではなか った こと

を明 らか に した点 は本 論文の貢献 の一っで ある。 また本章で論者 は北 アフ リカの5世 紀初頭 の社会上 の

変化 をも明 らか にす る。 それ は410年 西 ゴー ト人の ローマ略奪で イタ リアか ら貴族 階層が アフ リカ に避

難 してきた ことによる とい う。彼 らが土地獲得 に乗 り出 し、それが きっか けで下 層農 民が圧迫 を受 け る

ようになった。 しか しアフ リカ には帝国のギ リシア、 アシアな どの ように市民の権利 を守 るdefensorの

職 が設置 されてお らず、彼 らの多 くが教会 に庇護 を求めた。 司教 アウグス ティヌスは、教徒 たちの牧者

として も、 そ して世俗 的な窮境 か ら彼 らを守 るた めにもその働 きを期待 された、 と論者 は指摘 す る。 こ

の点で論者 はBrownの 立場 を受 け入れて、司教 が古代末期 に出現 した、これ までにない、つ まり宗教的 ・

霊 的のみ な らず社会的な、下層市民 のパ トロン となった ことを強調 し、 アウグステ ィヌスが そのよ うな
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司教の類型の象徴で あった、 と論定 す る。

第2章 では、 司教 アウグステ ィヌスが行 った、 もう一つの社会 的支援 と言 える、 苦境 にあ る者、弱者

か らの訴えを権力者 に嘆願す る、取 りな しの行為 を採 り上げ る。論者 は本章で も新発見 のアウグステ ィ

ヌス書簡 を綿密 に検討 し、具体的な取 りな し行為20件 を挙 げる。 ここで もdefensorの いないアフ リカ都

市 ヒッポでは司教へ の期待が高 く、アウグスティヌスは、地主 の圧迫で逃 げ込んできた総小作人や、反

乱事件 で死刑 を宣告 された友人マルケ リヌス な どのために、地方総督や、首都 ラヴェンナの高官、そ し

て皇帝に まで嘆願書 を送 るのであ る。 ここでの論点 は以下 の点で研究史上有意義であ る。 まず アウグス

テ ィヌスが行 った嘆願 を、司教 に よる有力者 への説得 とい う概念で捉 えてい ること。 この こ とは、近年

の世界 の古典学、古代史学で、 レ トリークが都市の知 的有力者や帝国エ リー トたちを対象 に、彼 らを修

辞論者 の意 向に沿 うよう説得 した とい う観点で研究が行 われて いる学界状況 を踏 まえて、 ひ とりアウグ

スティヌスだ けでな くキリス ト教 司教 ・教父 の著述 に もか か る研究手法 を応用 した ことを意味 してい る。

次 に、先 のマル ケ リヌスの例 が示す ように アウグステ ィヌスの取 りな しは失敗す ることが往 々 に して

あった、 との指摘 であ る。そのこ とで論者 は、司教 のパ トロン的位置 は、彼 の説得能力や訴 えた人 々の

状況、取 りな しの対象者 た る有力者個々の対応 な どの偶然的条件 によって強 くも、 また弱 くもな るもの

であった、 として司教 が古代末期 において伸長 させ てきた指導的役割は、混乱 によって もた らされ る政

治 的社会的空隙 を埋めて、必ず しも着々 と確 立 して いったわ けで はない と結論づ ける。 この点で論者 は

Brownな どの見解へ の修 正 を提起 す ることとな り、史料 的裏付 け もあって、 きわめて説得 的で ある。

第3章 で は、 アウグスティヌスが展 開 した教会政治の側面 を解明す る。本章で はローマ帝国が キ リス

ト教徒皇帝の下で迎 え る政治状況 と、異端 ドナティズ ム とカ トリックであるアウグステ ィヌスの関係が

焦点 となる。論者 は まず、4世 紀初 めのキ リス ト教徒大迫害時に端 を発 す る、純粋信仰 を主張 し、殉教

志 向的 な ドナテ ィズムが、4世 紀末の北 ア フリカにおいて広い地域 で、上層市民間 にも浸透 してお り、

従来の研 究で は、主 として最下層の労働者(キ ルクムケ リオネス)の 反 社会的 ・反富裕者 的熱狂行動 と

結びっ く とされ たが、 そ うで はなか った ことを、 アウグステ ィヌス自身の史料か ら明 らかにす る。特

にアウグステ ィヌスは、劣勢 に立つカ トリックのた めにこそ激 しい ドナティズム批判 を展 開 した のだ と

主張す る。他方、 ローマ帝国皇帝たちは時 に ドナテ ィズムに弾圧 を加 え、時 に(背 教者ユ リアヌスの よ

うに)寛 容 策を とる こともあった。 そ して実 は この、皇 帝のキ リス ト教対策のため にアウグステ ィヌス

は何度 も、他 の司教 と共 に皇帝 に書簡 を送 って有 利な方 向に導 こ うと努 力 したので ある。 さ らに論者

は、Tilleyの 新 しい研 究 を受 けて、 ドナテ ィス トたち もまた、 ラヴ ェンナの宮廷 に積極 的 に働 きか け、

カ トリックと競 い合 うように教会政治 を展開 した こ とを明 らか にす る。皇帝ホ ノリウスの下、反乱に荷

担 した と疑われ た ドナティズムへ の弾圧 が厳 し くな り、 アウ グステ ィヌス に有利 な状況 とな って411年

のカル タゴ公会議で ドナテ ィズムは異端 と決議 され るが、社会的上層 にも信者 を もつ ドナテ ィズムはな

お宮廷 への働 きか けを続 けて優位 を とりもどすな ど、複雑 な展開 を示 した ことを論者 は指摘 しっっ、 古

代末期 のキ リス ト教がおかれた政治的社会的状況 における司教 アウグステ ィヌスの姿 を描 き出す。

第2章 の結論 もそ うであ るが、論者 はここで、 なおキ リス ト教、特 にカ トリックが優位 を占め ること

の出来 ないのが古代末期 の この時代で あるこ とを強調 し、 アウグステ ィヌスはその よ うな時代 に、司教

としての権威 を振 りかざす ことは出来ず、 しか しキ リス ト教教義 に忠実に、 しか し世俗 の権 力 と政治、

社会 的関係(有 力者 との コネな ど)に も配慮 して苦闘す る・ とい う側面 を強 く持 った、 と論定 す るので

あ る。

第4章 むすび、 において論者 は、北 アフリカ とい う地域 と、 アウグスティヌス とい う一人の司教 に限

定 された本論文で得 られた結論 は、 この時代 のローマ帝国の全体趨勢 とする ことは出来 ない し、 む しろ
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帝国内の地域 的偏差が、なかんず くキ リス ト教の 占めた社会 的位置 にっいては大 きか ったで あろうこと

を指摘 す ると共 に、本研 究の知見が、 中世 ヨー ロッパ ・キ リス ト教世界 と古代末期 キ リス トの安易 な連

続性 を困難 とするこ と、転換 す る時代 の司教像 の とらえ方 にっ いて、決 して強力 とは言い難 くとも、教

会 を代表 し、社会 と妥協 しっっ も自己主張 してゆ く指導者、 とい う見方を今後発展 させ る必要 があ るこ

と、な どを展望 してい る。

以上、論者 は、 『神の国』 の著者で、偉大 な教父 ・神学者 と認識 されて きたアウグステ ィヌスが、社会

的弱者 のために裁判 し、 有力者 に取 りな し、教会 を守 るために皇帝 との問に政治交渉 をも展 開す る側面

をもっていたこ とを余 す ところな く明 らかに した。新 たに発見 され、 欧米で もまだ充分 に使 い こなされ

ていないアウグス ティヌスの書簡等 を綿密 に分析 した こと、 そ して古代末期 とい うヨー ロッパ史上重要

な転換期 を理解す るための問題提起 とい う論者のス タンスの提示 もまた、斯学 の発展 に資す る ところ小

さ くない。

よって本論文の提出者 は博士(文 学)の 学位 を得 るに充分 な資格 を有す るもの と認定 され る。
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